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チーム医療としての研修内容へ

　厚生労働大臣から地域がん診療連携拠点病院の指定を受けている病院は札幌市内にも当院を含めて８病院あり、国の
指針に基づき地域における“がん医療の均てん化”に向けた事業が義務付けられています。その一事業である“がん診療
に携わる医師を対象に実施する緩和ケア研修会”について本誌２回目のレポートをお届けします。

　研修会は国が定める研修会開催指針に準拠して２日間で延べ７２０分以上にわたり、講義やグループワーキングといっ
たプログラムが組まれており、全てのプログラムに参加しないと修了が認められない、非常にタイトな研修です。

　研修会では、オピオイド処方の医学的エビデンスに基づく講義の他、
患者さん、患者家族とのコミュニケーションスキルを向上させるプログ
ラムが組まれており、がん終末期の患者さんへの接し方を改めて考えさ
せられる内容となっています。
　今年２月の当院4回目の開催となった研修会には３３名（医師１７名、
看護師１０名、薬剤師１名、作業療法士１名、言語聴覚士１名、医療ソー
シャルワーカー２名）が参加し、多職種によるワークショップではコメディ
カルが自分の職種の立場で発言することで、がんリハビリテーションや
在宅医療に向けた退院調整のセッションをするなどチーム医療としての
緩和ケアを考える上でより現実的な研修内容となりました。

　国のがん対策基本計画（平成２４～２８年度）の素案では、医師以外
の医療従事者も研修対象とすべく研修体制の見直しも示唆されてお
り、コメディカルにも理解しやすいプログラムが検討されていくものと
思われます。

　平成２４年の診療報酬改定でも、緩和ケア研修会修了者に対するイ
ンセンティブが高まっていますので、がん医療に携わる先生方には是
非、受講していただきたいと思います。
　各がん診療連携拠点病院等で開催する緩和ケア研修会の開催日程については北海道のホームページ
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kak/gan_kenshu.htm）へ掲載されますので、ご確認の上お問い合わ
せください。
　当院の第５回目となる研修会は平成２５年１月を予定しています。詳細が決まり次第、連携医療機関の皆様にご案内さ
せていただきますので、ご都合がつきましたら参加していただけると幸いです。

　私は開催事務局として第1回目からこの研修会に携わっていますが、第1回目の研修会で、看取りの映像資料を見て涙
する年配の先生がいらした事を今でも鮮明に覚えており、緩和ケア医療は経験を重ねた医療者であっても、つらい医療分
野であるのだという意識が毎回強まります。

研修会に是非ご参加を

地域連携センター　三上貴弘
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日頃より、市立札幌病院、認定看護師活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。
昨年度からＣＮ（認定看護師）セミナーを開催し、多くのご意見や要望をいただきました。皆様のご意見を

もとに、認定看護師として地域医療に貢献できることは何かを考えてまいりました。そこで、今年度、皮膚・排泄ケア認定看護師に
よるコンサルテーションを開催することにいたしました。また、平成24年度診療報酬改定では、認定看護師のもつ専門性を訪問
看護師と共に患者さんに提供することが可能となりました。患者さんが安心した在宅生活を継続できるよう、訪問によって直接ケ
アを行い、そのサポートができればと考えております。これらの活動を通じて、より一層看護における地域連携に努めてまいります
ので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

　当院は、平成17年１月に地域がん診療連携拠点病院の指定を受けて、厚生労働省が定める「がん診療連携拠点病院の整備に
関する指針」に基づき、がんの集中的治療や緩和ケアなどの診療体制を整えてまいりました。また、地域の医療機関と連携を強化
し、がん診療における地域医療の向上に努めています。
　これまでも地域の医療機関と合同の研修会を開催してきました。
　今年度は、市民公開講座を含めて年4回の研修会を予定しています。第1回は、６月１９日（火）１８時より「がん患者の予防的ス
キンケアと口腔ケア」をテーマに当院皮膚排泄ケア認定看護師、歯科衛生士による講演を行いました。
　今後、開催の都度ご案内いたしますのでお誘い併せの上、皆様のご参加をお待ちしております。
　今年度にはIMRT放射線治療装置の導入、外来化学療法室の拡充も計画しており一層の診療体制の強化、充実を図ってまいり
ます。

～看護における地域連携のさらなる推進を目指して～
7月1日スタート！！

「皮膚・排泄ケア認定看護師によるコンサルテーションを開始します」

がん診療連携研修会のご案内

市立札幌病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　佐藤明代

相 談
内 容

①褥瘡ケア　②ストーマケアを主とした排泄ケア　③ＰＥＧやその他の瘻孔ケア
④その他、皮膚と排泄に関連する相談

皮膚・排泄ケア認定看護師による相談窓口
１）対　象 ：　地域の看護職員、介護職員とさせていただきます。
２）相談窓口 ：　電話･郵送でお願いいたします。
電話相談受付 ：　毎週水曜日 10時から14時まで　電話 011-726-2211（PHS3732・3471）　　
郵送相談受付 ：　随時対応 〒060-8604　札幌市中央区北11条西13丁目
  市立札幌病院　２階外来　皮膚・排泄ケア認定看護師あて

皮膚・排泄ケア認定看護師による在宅訪問の実施について
１）対　象 ：　当院医師が、訪問看護指示を出している患者さんとさせていただきます。
２）方　法 ①　訪問依頼やご相談は、地域連携センターへFAX、電話にてご連絡ください。
 ②　患者さんの同意を得た上で、訪問看護師と共に在宅訪問を実施させていただきます。
 　（褥瘡専門訪問看護･指導料1,285点を算定させていただきます。交通費は患者さん負担となります。）

（参考）平成２４年度診療報酬改正では、周術期における口腔機能の管理等チーム医療の推進を評価し
　　　周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料、専門的口腔衛生処置が新設されました。

＜お問合わせ＞　がん拠点病院事務局　011-726-2211（内線2240）


